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児童虐待防止啓発チラシ、ポスターの作成について 

～乳幼児の保護者と妊婦を対象に保健センターの窓口で個別に手渡します～ 

 

埼玉県では、埼玉県警察、さいたま市と共同して、児童虐待防止啓発に係るチラシ、

ポスターを作成しました。埼玉県内の乳幼児の保護者及び妊婦の方に対して、保健セ

ンターと連携してチラシを配布するとともに、ポスターを市町村（役場・保健センタ

ー）、児童相談所等の関係機関に掲示することで、児童虐待事案の抑止を図ります。 

 

 １ チラシ、ポスター 

  (1)  児童虐待防止啓発チラシ（Ａ４判） 

     表面：【表題】知らずにやっていませんか？実は、これも児童虐待です 

      裏面：【表題】保護者のみなさまへ 

  (2) 児童虐待防止啓発ポスター（Ａ２判） ※チラシ表面と同内容 

     表面のみ：【表題】知らずにやっていませんか？実は、これも児童虐待です    

 ２ 啓発内容 

  (1) 表面 

    児童の面前における夫婦喧嘩、乳幼児の車内放置・自宅放置は児童虐待に該当  

   すること 

  (2) 裏面 

    夫婦喧嘩が児童に与える具体的な悪影響 

    乳幼児を車内放置・自宅放置することの具体的な危険性 

 ３ 共同作成団体 

  (1)  埼玉県福祉部こども安全課 

  (2) 埼玉県警察本部生活安全部人身安全対策課 

  (3) さいたま市子ども未来局子ども家庭総合センター子ども家庭支援課 

 ４ 配布等 

  (1) 児童虐待防止啓発チラシ配布 

     埼玉県内の乳幼児の保護者、妊婦の方 

  (2) 児童虐待防止啓発ポスター掲示 

     埼玉県内の市町村（役場・保健センター）、児童相談所、警察署等の関係機関 

 令和５年７月２５日 

福祉部 こども安全課 
児童虐待対策担当 大谷 

直通 048-830-3335 
内線 3373 

E-mail: a3340-01@pref.saitama.lg.jp 



 ５ 配布方法 

   作成したチラシを埼玉県内の各保健センターに提供し、保健センターが実施する出

産・子育て応援交付金の支給手続きや乳幼児健診の実施の際など、乳幼児の保護者

や妊婦の方と面談する様々な機会を活用して、チラシを手渡しで配布します。 

 ６ 配布開始日 

    本日から順次配布 
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チラシ裏面 

 

 

 

 


